
審査請求（不服の申し立て） 

組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴

収、被保険者（組合員）期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員

共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この

審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、

3か月以内にしなければなりません。 

なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。 

また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。 


